令和８年４月

土地所有者の皆様

大阪法務局民事行政部不動産登記部門　

法務局地図作成事業の完了について（お知らせ）

時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、令和６年度から令和７年度にかけて、「堺市北区蔵前町一丁ないし三丁及び新堀町二丁の全部」の地域で実施していました法務局地図作成事業につきまして、 職権登記並びに新たに作成した地図及び地積測量図の備え付けが完了しましたので、お知らせします。
登記事項証明書、地図及び地積測量図の写しが必要な場合は、最寄りの法務局の窓口（郵送可）、又はインターネットを利用してご請求ください（有料）。土地所有者の皆様には、本作業への御理解、御協力を賜り、誠にありがとうございました。

　　　　　　　　〒５４０ー８５４４
　　　　　　　　大阪市中央区大手前三丁目１番４１号（大手前合同庁舎）
　　　　　　　　大阪法務局民事行政部不動産登記部門地図整備室
　　　　　　　　ＴＥＬ：０６－６９４２－１４３９
